
ス
ス
ーー
ス
チ

久
棟
前
世
、
奈
我
桜
山
牌
能
宇
良
川
問
、部
奇
跨
理
刻
家
迎
。
』

と
あ
る
。
こ
の
珠
洲
の
悔
は
、
珠
洲
湘
一
怖
の
探
の

汎
抑
制
で
あ
る
か
ら
、
何
れ
の
地
鈷
に
刈
を
縦
し
た
と

は
定
め
難
い
が
、
若
し
珠
洲
の
初
一
生
の
付
則
自
を
正
院

と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
家
持
は
出
棋
の
事
務
を
終

っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
か
ら
直
に
悔
に
作
ん
だ

と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

ス
ズ
ノ
ウ
Z

珠
洲
町
海
三
加
。
七
地
の
似
入

品
川
力
常
勤
文
科
。
凶
鋭
の
上
に
能
州
名
所
と
角
川
品
目
が

あ
る
。
一
尽
到
問
屋
町
兵
衛
板
。
上
容
に
は
吉
水
の
投
句

で
勤
文
如
来
・
方
山
・酬明石
・我
阜
の
倣
仙
が
あ
り
、

そ
れ
に
次
い
で
能
管
何
勝
の
説
明
そ
試
み
、
許
諾
の

句
を
柿
入
し
て
あ
る
。
又
巾
容
に
は
前
者
が
泌
憾
の

際
の
句
、
各
地
の
俳
人
の
句
、
及
び
長
久
の
出
イ
勾

が
あ
り
、
下
容
に
は
信
総
・
山
町
泊
・防
士
・
方
山
・
町
山

等
の
附
合
、
動
ぃ又
の
釘
吟
が
あ
る
。

上
程
の
序
は
一苅

椴
十
三
践
者
約
下
古
水
及
び
俄
力
説
、
下
容
の
序
は

元
般
の
応
民
に
や
ど
る
や
よ
ひ
の
米
側
抑
制州
徹
士
、

践
は
元
純
度
粥
伎
の
日
吟
花
立
町
山
。

ス
ズ
ノ
ミ
サ
キ

珠
洲
の
岬

珠
洲
抑
の
突
制
で

あ
る
。
欧
林
れ
腕
考
に
『
珠
洲
御
崎
、
他
殺
』
と
あ
る
。

能
官
名
跡
芯
に
、『
山
伏
山
の
慌
に
附
附
・街
附
・金
剛

附
と
て
、
風
品
川
の
附
三
つ
あ
り
。
依
っ
て
三
耐
の
名

あ
る
よ
し
。
又
海
巾
よ
り
越
後
の
附
・佐
渡
の
附
・能

殺
の
附
、期
の
足
の
如
く
見
ゆ
る
放
、三
附
の
設
も
あ

り
。
去
れ
共
佐
波
・
越
後
に
は
三
隣
と
い
ふ
こ
と
な

し
。
如
何
に
や
。
快
附
に
は
越
後
の
米
山

・
佐
渡
の

耐
戸
山

・
能
殺
の
山
伏
山
、
誠
に
鍬
の
足
な
り
に
見

ゆ
ろ
也
。
』
と
把
す
る
。
仰
に
三
崎
を
し
M
て
る
の
は
後

耐
の
沼
抑
制
で
あ
ら
う
。

ス
ズ

J
Z
マ
キ

珠
洲
白
御
牧
珠
洲
州
仙
寺
家
の

上
野
で
、
今
木
附
野
と
い
ふ
市
山
は
、腕
前
珠
洲
の
御
牧

の
治
跡
で
あ
る
と
い
ふ
。
能
管
名
跡
芯
に
、
『
鈴
の
御

牧
と
て
、
昔
は
名
指
出
来
て
、
禁
袈
へ
度
々
授
の
御

厩
に
市
て
し
也
o
I
h
牧
跡
と
て
、
此
上
野
に
駒
の
陪
と

て
あ
り
。
な
つ
け
つ
る
す
訟
の
み
ま
き
の
駒
な
れ
ど

飼
ひ
し
古
野
を
忘
れ
ざ
り
け
り
定
家
卿
。
』
と
あ
る
。

ス
ズ
ハ
ラ
イ
シ

鈴
原
石

石
川
郡
寺
津
か
ら
益

す
る
石
材
。
安
山
岩
筑
凝
灰
岩
で
、
緑
色
な
る
大
形

級
泥
行
総
物
以
の
集
合
か
ら
成
。
、聞
く
し
て
脆
い
。

ス
ス
ハ
ラ
ヒ

燦
梯

〔
一
〉
城
中

l
務
政
時
代
に

城
中
の
煤
錦
は
、
新
山
間
興
選
後
三
年
刷
は
之
を
行
は

ぬ
例
で
あ
っ
た
。
煤
帥
加
を
な
す
時
は
、
先
づ
常
年
の

年
男
と
な
る
べ
き
品
目
所
奉
行
が
、
批
封
筒
を
施
し
た
煤

引
を
以
て
限
式
を
州
開
始
し
、
次
い
で
例
羽
田
中
行
・州

場
杭
日
に
引
蔀
せ
ら
れ
た
歩
・足
柄
・小
4
H
町
一"
煤
抑
に

従
ひ
、
終
っ
て
治
日
の
役
務
に
服
し
た
諸
役
人
に
、

煤
捌
と
酒
と
を
賜
は
る
。
こ
の
際
顕
分
・
平
士
か
ら

歩
品
川
に
来
る
ま
で
の
脱
出
は
皆
足
低
八
」
リ
で
あ
る

が
、
一
川
分
と
年
刷
出
と
の
取
肴
は
容
似
と
し
、
土
地
の

聞
に
於
い
て
賜
恨
し
、
平
士
以
下
の
取
肴
は
切
削
闘
で
、

奈川間
断
川
町
に
於
い
て
せ
ら
れ
た
。
そ
の
仙
足
臓
の
煤

協
に
干
興
し
た
者
に
は
角
切
折
般
を
周
ひ
、
小
者
に

は
仮
折
般
を
用
ひ
て
亦
脇
慨
す
る
。
食
郁
の
終
っ
た

問
、
歩
川
以
上
の
者
は
、
幻
加
怒
行
に
射
し
て
加
砕

を
呈
す
る
。
こ
の
日
拠
向
に
在
っ
て
も
、
亦
女
中
等

随
抵
の
服
袋
を
勾
し
て
煤
協
を
行
ふ
。

ζ

の
際
近
習

の
士
、拠
向
と
去
の
窃
界
な
る
錠
の
ロ
に
来
る
時
は
、

部
伏
し
た
女
巾
が
忽
ち
之
を
叩
へ
、
民
式
に
伴
ひ
去

白
、
柑
柿
肌
を
能
う
て
朋
上

6

け
し
た
後
、
間
四
自
制
笑
を

加
へ
る
。
男
子
錠
の

日
以
内
に
入
る
こ
と
あ
る
は
、

一
年
中
こ
の
一
次
あ
る
の
み
で
あ
る
。
夜
に
入
る
と

き
は
、
女
中
年
皆
似
袋
し
て
澗
h
k
を
保
し
た
。

会
一
)
民
川

l
民
川
の
煤
協
は
十
二
且
十
九
日
の
頃
か

ら
行
は
れ
た
。
一
品
品
開
の
士
に
在
つ
て
は
、
平
山
車
、
去
と

出
世
向
と
の
匹
別
が
般
車
で
あ
る
が
、
此
の
日
は
女
子

も
玄
闘
に
出
で
来
り
、
男
子
を
枕
し
去
っ
て
胴
上
げ

を
な
し
、
煤
肌
を
う
た
ひ
、
終
っ
て
そ
の
者
に
煤
粥

と
穏
と
を
裂
す
る
。
男
子
若
し
胴
上
げ
さ
れ
る
を
欲

せ
ぬ
時
は
、
直
す
と
い
へ
ば
許
さ
れ
る
が
、
そ
の
者

は
後
に
自
家
か
ら
酒
肴
を
取
寄
せ
て
、
之
を
奥
向
に

賂
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

ス
ス
ハ
ラ
ヒ
マ
ツ
リ
煤
梯
祭
白
山
比
時
一抑祉

に
て
、
古
へ
十
二
且
時
日
に
行
は
れ
る
祭
を
煤
挑
祭

と
い
う
た
o
w
H
は
大
訟
の
制
都
で
あ
る
が
、

W
肺帥加も

も
と
は
大
晦
日
に
行
は
れ
た
か
ら
、
か
く
い
」
の
で

あ
ら
う
。

鈴
丸

ス
ズ
マ
ル

問
克
説
。

ス
ズ
ミ

鈴
見
河
北
部
金
浦
郷
に
印
刷
す
る
部
孫
。

ス
ズ
ミ
チ
ユ
ウ
ゾ
ウ
パ

鈴
見
鋳
造
場

第
永
六

年
十
二
月
前
間
野
務
の
時
、
銃
他
の
製
造
所
を
金
仰

の
郊
外
河
北
加
鈴
見
村
に
殻
け
、
以
て
武
仰
を
光
町

せ
ん
と
し
た
。
時
人
之
を
イ
グ
ウ
バ
と
い
う
た
。

ス
ズ

Z
パ
シ

鈴
見
橋
金
抑
浅
野
川
上
流
に
あ

っ
て
、
河
北
郡
鈴
見
に
泊
ず
る
似
橋
で
あ
っ
た
。
今

は
木
婦
に
な
っ
て
ゐ
る
。

ス
ズ
メ
ゴ
ヤ
雀
小
屋

金
制
仲
似
指
川
に
在
っ
て
、

一
苅
品
開
頃
は
大
き
い
建
物
で
あ
っ
た
が
、
後
に
は
甚
だ

小
さ
な
媛
屡
で
、削
指
小
聞
の
私
宅
に
宛
て
与
厨
た
。

元
来
滞
伎
の
御
胞
の
仰
に
す
る
雀
を
偶
ひ
貯
へ
た
所

で
あ
る
。

ス
ズ
ヤ

鈴
屋

邸
主
部
下
町
野
郷
に
印
刷
す
る
部

古
川
。
能
常
名
跡
芯
に
、『
家
教
京
」l
軒並川
、
よ
き
村
に

て
酒
屋
な
ど
あ
り
。
村
中
に
川
あ
り
。
寺
山
川
と
い

ふ
。
長
六
聞
の
橋
あ
b
。
此
俄
を
渡
れ
ば
彩
服
村
な

。
。
総
じ
て
此
鈴
屋
村
よ
り
は
字
出
総
へ
五
里
、
飯

田
村
へ
一
九
里
、
輪
島
へ
五
竪
あ
り
。
此
の
橋
を
製
脱

稿
と
い
ふ
。
此
の
爪
塩
分
也
。
』
と
あ
る
。

J
フ
ヂ
タ
カ
ツ
ア
キ
ラ

四
五
二

l際

ス
ヂ
カ
ヒ
テ
イ
筋
達

部

明

附
三
年
前
倒
綱
紀

の
江
戸
辰
口
の
郎
地
中
」
務
阪
に
納
め
た
時
、
五
且
十

四
日
幕
府
は
之
に
代
へ
る
に
、
問
辿
柿
外
拘
束
本
蜘

寺
門
跡
郎
、
及
び
那
須
栄
と
抑
制
せ
ら
れ
た
那
釘

-m

原
稿
政
三
氏
の
郎
地
を
授
け
た
。
そ
の
間
続
凡
ベ

て
八
千
八
百
四
十
三
歩
で
、
之
を
筋
溢
邸
と
精
し
、

治
時
加
賀
滞
の
上
屋
蚊
で
あ
っ
た
が
、
天
和
二
年
十

一一且
叶
八
日
の
災
に
焼
け
、
三
年
春
切
泊
邸
と
共
に

本
府
の
牧
め
る
所
と
な
っ
た
。
大
日
本
地
名
僻
持
の

所
般
に
よ
れ
ば
、
瓜
治
武
鑑
に

『
制
同
門
肱
柳
田
町
殿
、

松
平
加
到
守
』
と
記
し
、
武
江
附
説
に
は

『
加
賀
原
、

ス
ズ
ヤ
ガ
ハ

鈴
屋
川

臨
京
都
寺
山
領
か
ら
品
目

し
て
、
川
間
制
で
町
野
川
に
wmAHn
ふ
。
統
脱
四
粁
二

ib
l

，。
ren
 ス

ズ
リ
ア
ラ
ヒ
シ
ユ
ウ
硯
洗
集
一
加
。
木
苦

の
倒
人
大
服
者
。
淀
川
町
十
三
年
六
腿
陀
総
選
序
。
版

元
不
祥
。
大
限
今
年
八
十
践
の
鮮
を
得
、
各
地
か
ら

許
せ
ら
れ
た
脱
勾
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。

ス
y
須
留
山
山
口
州
制
能
管
応
住
に
凶
す
る
沼
町
問
。

ス
ソ
イ
シ

須
曾
右

鹿
山
梢
術
性
に
産
す
る
石

材
。
卸
石
安
山
岩
で
、
動
色
を
惜
び
、
到
臨
憎
め
て
鎖

的
で
あ
る
。

ス
ソ
オ
リ
裾
織
」
ソ
ソ
リ
直
下
。

ス
ソ
ピ
ヨ
ウ
プ

須
曾
厩
風

J
ピ
ヨ
ウ
プ
セ
ト

防
風
制
戸
。

ス
タ

須
田

羽
同
部
柴
討
の
内
の
小
字
。

ス
ダ
チ
ョ
ウ

須
田
町

金
仰
の
お
川
名
。
泊
地

砲
に
、
須
川
川
は
古
へ
幻
旧
三
左
術
門
と
い
ふ
入
の

居
住
し
た
加
で
、
今
越
後
新
後
川
の
滞
士
幻
凶
三
友

術
門
の
副
胞
で
あ
る
と
記
し
て
ゐ
る
が
、
術
開
三
左
衛

門
の
名
は
栽
が
滞
の
士
艇
に
見
え
ぬ
と
い
ふ
。
罰
則
凶

町
は
明
治
四
年
四
月
戸
鰐
編
成
の
時
脱
し
て
木
，
新

保
三
番
ー
と
し
た
。

ト


